
コ

へ
出
る
こ
と
を
い
う
た
が
、
之
に
倣
っ
て
段
吏
等
が

金
棒
に
出
る
場
合
に
も
出
府
の
穏
を
用
ひ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。

シ
ユ

F
ウ
衆
道
前
回
綱
紀
の
初
世
に
笛
つ
て

は
衆
道
が
盛
に
行
は
れ
た
。
正
保
四
年
御
坊
主
陸
巣

松
雲
は
児
小
姓
海
田
五
郎
八
に
執
心
し
、
羽
田
市
十

郎
を
介
し
て
意
を
遡
ぜ
し
め
た
が
、
五
郎
八
が
之
に

隠
じ
な
か
っ
た
の
で
、
却
っ
て
市
十
郎
と
五
郎
λ
の

密
迦
し
た
府
議
を
流
布
じ
た
。
市
十
郎
乃
ち
怒
っ
て

六
周
十
一
日
自
ら
割
腹
し
て
牢
死
の
朕
と
な
り
、
人

の
そ
の
理
由
を
質
す
に
及
び
、
費
情
を
侯
に
具
申
せ

ん
こ
と
を
務
う
た
の
で
、
利
常
は
長
谷
川
庄
太
夫
に

命
じ
、
松
裳
の
居
所
に
赴
い
て
之
を
殺
さ
し
め
た
。

明
踏
元
年
御
異
風
の
士
中
島
九
郎
兵
衛
は
、
木
村
甚

左
衛
門
の
子
息
に
封
す
る
衆
遣
の
こ
と
に
よ
り
、
近

藤
偲
吉
と
闘
害
し
て
卸
死
し
、
偲
菅
は
民
俗
し
た
の

み
で
あ
っ
た
が
、
後
能
驚
島
に
諭
せ
ら
れ
た
。
涯
賃
三

年
E
月
小
持
組
の
士
宮
井
武
兵
衛
及
び
薦
甚
助
が
、

施
廻
組
菊
問
長
右
衛
門
の
子
息
忠
右
衛
門
の
弟
に
封

す
る
衆
遣
に
よ
っ
て
、
忠
右
衛
門
と
相
摺
ち
、
そ
の

結
果
忠
右
衛
門
は
即
死
し
、
武
兵
衛
は
家
に
腸
っ
た

後
命
を
厳
し
、
甚
助
は
・
目
・
尽
し
た
。
幾
〈
も
な
〈
山

m叉
太
郎
の
子
息
六
郎
兵
衛
は
、
こ
の
闘
容
が
己
に

原
因
し
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
事
貨
を
務
穫
に
告
げ

て
屠
腹
し
た
。
叉
延
費
五
年
馬
廻
組
領
千
石
柴
田
柄

漏
助
の
子
息
孫
丞
は
、
本
多
安
房
守
の
臣
麟
悶
提
丞

と
衆
遣
の
事
に
関
し
て
銀
屋
長
右
衛
門
を
殺
筈
し
た

か
ら
、
柄
漏
助
は
織
田
小
入
郎
の
家
に
預
け
ら
れ
て
、

四
周
七
日
自
忍
を
命
ぜ
ら
れ
、
孫
丞
は
奥
野
右
兵
衛

に
御
預
と
な
っ
て
、
同
日
制
御
首
に
盛
せ
ら
れ
、
提
丞

も
亦
本
多
氏
の
臣
小
笠
原
次
郎
右
衛
門
の
邸
に
囚
は

れ
て
切
腹
せ
し
め
ら
れ
た
。
是
等
に
図
っ
て
、
そ
の

表
面
に
現
れ
な
か
っ
た
事
貨
の
頗
る
多
か
っ
た
こ
と

-u'z 

が
思
は
れ
る
。

シ
ユ
ト
ウ
シ
ヨ
種
糧
問
加
賀
藩
に
於
い
て

は
、
優
勝
元
年
麓
煎
厨
を
開
き
、
黒
川
良
安
を
宇
一
任

と
し
た
。
こ
の
穣
病
問
所
は
、
世
猫
・
舶
の
附
毘
で
あ
り
、

後
卯
辰
山
益
生
腕
の
起
る
に
及
ん
で
、
明
治
元
年
そ

れ
に
合
流
し
た
も
の
で
あ
る
。

タ
ユ
ト
ク
タ
受
得
寺
諸
家
分
脈
系
闘
に
河
北

郡
太
田
に
在
る
と
し
、
大
谷
一
流
系
闘
に
越
前
荒
川

奥
行
寺
玄
震
の
子
で
河
北
郡
ご
俣
に
居
た
粂
鹿
の
子

殺
諜
を
閲
組
と
し
、
そ
の
子
築
玄
之
に
繕
い
だ
と
す

る
が
、
こ
の
寺
今
は
存
せ
ぬ
。

タ
手
本
ン
ジ
受
念
寺
臨
島
郡
一
一
宮
に
在
っ
て
、

演
宗
商
漉
に
毘
す
る
。

シ
ユ
ヒ
ツ
執
筆
年
寄
中
腐
の
書
記
を
い
ふ
。

年
答
申
席
以
外
の
各
役
所
の
書
記
は
、
之
を
留
書
と

い
う
て
執
筆
と
は
言
は
ぬ
。

シ
ユ
ヒ
ツ
ホ
ウ
貌
鋸
法
一
加
。
俳
人
陶
更
の

所
持
し
た
芭
蕉
の
執
銀
法
を
、
寛
政
十
ご
年
枯
尾
施

と
い
ふ
者
が
潟
し
た
も
の
で
あ
る
。

シ
ユ
フ
ウ
ギ
ン
朱
封
銀
朱
染
紙
封
銀
は
略
し

て
朱
封
銀
と
も
朱
銀
と
も
言
う
た
。
銀
子
を
朱
染
抵

で
封
じ
た
も
の
で
あ
る
。
寛
永
十
五
年
加
賀
滞
緩
行

の
菊
極
印
朱
封
銀
は
、
封
袋
の
表
面
に
朱
封
銀
百
目

と
脅
し
、
封
鱗
せ
ざ
る
裸
銀
-P
・
mに
概
印
銀
と
い
う

て
、
封
繊
せ
る
朱
封
銀
と
阪
別
せ
ら
れ
た
。
朱
封
銀

に
は
灰
吹
銀
な
る
こ
ま
が
ね
を
多
く
包
み
込
ん
だ
の

で
あ
る
が
、
寛
文
九
年
四
足
の
令
に
よ
っ
て
幕
府
護

行
の
丁
銀
・
大
豆
板
銀
と
混
用
す
る
こ
と
に
な
り
、

十
年
十
一
周
九
日
の
令
に
よ
り
明
年

E
月
か
ら
全
然

朱
封
銀
を
停
止
し
た
。

タ
ユ
フ
ク
イ
ン
母
語
院
加
賀
務
組
前
回
利
家

の
側
室
。
名
は
千
悦
、
叉
は
千
代
保
、
後
に
東
丸
殿
・

器
調
院
と
稽
し
た
。
初
め
利
家
夫
人
の
侍
女
で
あ
っ

た
が
、
次
い
で
側
室
と
な
っ
た
。
文
緑
元
年
盟
臣
秀

音
征
明
の
箪
を
起
し
、
胞
前
名
謎
屋
に
行
援
を
定
め

た
と
き
、
利
家
往
き
て
之
に
参
翻
し
た
が
、
次
い
で

隷
稿
院
も
亦
そ
の
地
に
召
さ
れ
、
蹄
凶
の
後
一
男
児

を
場
げ
た
。
後
年
利
常
と
い
は
れ
た
も
の
即
ち
是
で

あ
る
。
務
調
院
の
貨
突
は
越
前
の
人
上
木
新
兵
衛
、

低
は
朝
免
義
母
陛
下
の
山
崎
右
京
の
女
で
あ
っ
て
、

四
女
を
生
ん
だ
が
、
そ
れ
が
諜
嗣
院
・
本
保
治
右
衛

門
室
・
菓

m偲
兵
衛
室
・

m遜
助
太
夫
室
で
あ
る
。
新

兵
衛
の
袈
後
.
母
は
小
幡
九
兵
衛
に
再
嫁
し
、
右
京
・

宮
内
・
揃
三
郎
兵
衛
室
・
九
黒
姫
右
衛
門
室
の
四
人
を

産
ん
だ
。
静
観
院
亦
母
に
伴
は
れ
て
九
兵
衛
に
養
は

れ
た
か
ら
、
慌
に
小
幡
氏
と
し
て
傍
へ
ら
れ
る
。
そ

の
法
諮
は
欝
積
院
華
民
日
祭
大
妨
で
あ
る
。

シ
ユ
メ
ノ
朱
琵
野
陵
長
頃
の
石
川
郡
石
浦
郷

の
内
で
、
今
の
金
稼
大
工
町
・
・
新
竪
町
の
後
地
に
あ

っ
た
。
随
長
十
一
年
八
月
サ
一
一
一
日
の
欝
朕
に
、
『
蹴
脅

堂
の
む
か
号
な
る
し
め
の
村
は
、

m
a・4

細
分
の
村
に

て
御
座
候
を
、
此
近
年
初
〈
づ
れ
に
ま
か
り
成
、
一

村
た
え
う
せ
巾
候
。
』
と
あ
る
か
ら
、
陪
川
の
洪
水
に

よ
っ
て
全
然
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
明
踏
ご

年
六
月
慈
党
院
の
欝
上
に
、
川
崩
の
節
才
川
の
下
に

引
移
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
野
庄
の
示
野
と

混
じ
た
も
の
で
様
で
あ
る
。

シ
ユ
メ
マ
チ
孟
馬
町
金
持
の
町
名
で
、
今
は

上
・
下
の
ご
町
に
分
か
れ
て
ゐ
る
。
昔
務
士
本
庄
主

馬
の
腐
邸
が
あ
っ
た
鑓
の
穏
と
い
ひ
、
竜
馬
殿
町
と

呼
ん
だ
に
起
る
。

シ
ユ
g
h
F
Z

修
理
谷

議
坂
。

シ
ユ
レ
ン
珠
聯

山
珠
聯
。

ジ
ユ
ン
オ
ウ

服
感

J
Y
リ
タ
レ
ザ
カ

4
ホ
ウ
ザ

y
y
ユ
レ

Y

浮
土
宗
の
信
。
字
は
近
接
。

a 
t 

尻芳

訟
を
不
撲
に
嗣
ぎ
、
江
沼
郡
大
型
寺
町
に
松
縁
寺
を

開
創
し
、
正
保
ご
年
正
周
三
日
寂
し
た
。

シ
ュ
ン
ガ
ン
ギ
ヨ
ク
Z
イ
俊
繕
王
英
前
田
安

勝
の
子
搭
庖
利
好
の
法
鋭
。

タ
ユ
ン
キ
ヨ
ウ
噂
事

J
ダ
イ
ヨ
ウ
ジ
ュ

y
キ

ヨ
ウ
大
養
惇
事
。

ジ
ユ
ン
キ
ヨ
ウ
隈
鹿
頓
困
健
筆
の
子
越
前
陳

島
超
勝
寺
如
詮
玄
慶
の
第
四
子
。
蜜
名
徳
欝
、
門
小
手
口

大
藤
卿
。
石
川
郡
大
桑
に
響
調
寺
を
創
立
し
、
後
に

妙
普
坊
と
脱
し
た
。
明
臨
五
年
六
周
十
四
日
寂
、
四

十
九
段
。

ジ
ユ
ン
キ
ヨ
ウ
ジ
服
教
寺
金
探
袈
安
江
町
に

在
っ
て
、
探
宗
東
涯
に
屈
す
る
。
初
め
鍛
冶
町
に
在

っ
て
、
明
治
十
二
年
六
周
寺
鋭
の
公
穏
を
許
さ
れ
、

大
正
三
年
今
の
地
に
移
っ
た
。

ジ
且
ン
キ
ヨ
ウ
ジ
順
教
寺
鳳
安
部
輪
島
に
在

っ
て
、
提
宗
東
援
に
屈
す
る
。

ジ
ユ
ン
キ
ヨ
ウ
ジ
順
慶
寺
岡
京
都
甲
に
在
っ

て
、
提
宗
東
振
に
屈
す
る
。

シ
ュ
ン
ケ
イ
イ
ン
春
桂
院
加
賀
務
組
前
回
利

家
の
女
幸
嫡
の
法
焼
。
詳
し
〈
は
春
桂
院
周
照
利
陪

大
妨
。ジ

ユ
ン
ケ
ン
シ

εチ
巡
見
伎
謹
捺
府
が
巡
見

使
宇
・
波
謹
し
た
際
、
定
例
と
し
て
逝
行
す
る
路
線
を

い
ふ
。
加
賀
に
在
つ
て
は
江
沼
郡
橘
・
大
現
寺
・
敷
地
・

作
見
・
弓
波
・
八
日
市
・
動
僑
・
高
塚
・
矢

m新
・
用
語
・

能
美
郡
串
・
串
茶
屋
・
今
江
・
須
天
・
向
本
折
・
三
目
前
・

小
松
・
神
・
打
越
・
鰹
議
・
原
・
上
褒
ロ
・
嵐
・
中
峠
・
三

坂
・
ご
曲
・
別
宮
・
釜
清
水
・
下
菅
谷
、
石
川
郡
吉
野
・
下

吉
野
・
吉
岡
・
江
・
樟
・
親
問
・
口
直
海
・
中
島
・
白
山
・
鶴

来
・
周
橋
・
小
柳
・
坂
尻
・
曾
谷
・
四
十
箆
・
額
谷
・
高
尾
・

密
・
山
科
・
伏
見
新
・
金
部
・
河
北
郡
神
谷
内
・
棚
橋
・

法
光
寺
・
百
坂
・
粥
勃
縄
手
・
森
下
・
今
町
・
=
目
前
・

三
九
一


